
活動に参加して
地域の人と
交流できる！

出かけることで、
体も心も健康に！

ポイントを
貯めると商品券と
交換できる！

（問い合わせ）〔ポイントの交換について〕東郷町社会福祉協議会 ☎0561-37-5411〔制度について〕高齢者支援課 ☎0561-56-0753／／ ／／

社会参加ポイント制度って？ 
社会参加ポイント制度は、いつまでも住み慣れた地域で元気に生活できるように、高齢者の
社会参加を促すことを目的とした制度です。住民の方が運営している通いの場や、一般介護
予防教室、老人クラブなど対象となっている町内の活動に参加すると、1日1ポイントスタン
プを押してもらうことができます。スタンプを貯めると、1年間の合計で最大2,000円分の商
品券に交換することができます。

社会参加ポイント
スタンプイメージ

社会参加ポイント手帳はどこで受け取れるの？  

参加方法

〇東郷町役場　高齢者支援課窓口
〇東郷町社会福祉協議会2階窓口
〇ポイント付与対象(※)のサロンおよび一般介護予防教室
※町のホームページをご参照ください
〇所属する老人クラブ(会員のみ)

①社会参加ポイント手帳を受け取る
②町内のサロンや一般介護予防教室、老人クラブなどポイントの
　対象となっている活動に参加する
③活動参加時に、社会参加ポイント手帳にスタンプを押してもらう(1日最大１ポイント)
④スタンプを15個貯める毎に500円の商品券と交換できる
　(上限年間60スタンプ、2000円分の商品券)

ポイントの交換場所
・東郷町社会福祉協議会２階(平日９時～１７時まで。ただし、祝日および年末年始は除く)
・各教室等、団体につき年１回、社会福祉協議会の職員が出向きポイント交換が可能です
　(事前予約必要)

対象 町内在住の65歳以上の人 

教室や地域のサロン
老人クラブ活動に出かけて
ポイントを貯めよう♪
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